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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
無停止電源を供給するＵＰＳ装置と前記ＵＰＳ装置から無停止電源を受電する装置である
無停電電源受電装置を含む情報処理システムであって、
前記情報処理システムは、緊急時電源断スイッチがオンになると、分電盤にＡＣ電源の切
断動作開始を伝達し、緊急時電源断（ＥＰＯ）状態になったことを示す通知を、前記無停
電電源受電装置に送信するＥＰＯ通知手段を備え、
前記無停電電源受電装置は、前記通知を受け、前記通知を前記ＵＰＳ装置に転送する手段
と、前記通知を受け、自装置のクローズ処理を行い所定のオフシーケンスで動作電源をオ
フにする手段を備え、
前記ＵＰＳ装置は、前記無停電電源受電装置から前記転送された通知を受信し所定時間経
過後に前記無停電電源受電装置への無停電電源の出力を断つ手段を備える情報処理システ
ム。
【請求項２】
本体側装置と、前記本体側装置とインタフェースを持つサービスプロセッサと、周辺装置
と、無停止電源を供給するＵＰＳ装置を含み、
前記本体側装置または前記周辺装置の内の少なくとも１台が前記ＵＰＳ装置から無停止電
源を受電する装置である無停電電源受電装置であり、
前記本体側装置の１台に、緊急時電源断スイッチと、前記緊急時電源断スイッチがオンに
なると分電盤にＡＣ電源の切断動作開始を伝達し、緊急時電源断（ＥＰＯ）状態を前記サ
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ービスプロセッサに通知する手段を備え、
前記サービスプロセッサは、前記インタフェースを監視しＥＰＯ状態になったことを検出
するＥＰＯ状態監視手段と、前記検出を受け、ＥＰＯ状態になったことを示す通知を、前
記無停電電源受電装置に送信するＥＰＯ通知手段を備え、
前記無停電電源受電装置は、前記通知を受け、前記通知を前記ＵＰＳ装置に転送する手段
と、前記通知を受け、自装置のクローズ処理を行い所定のオフシーケンスで動作電源をオ
フにする手段を備え、
前記ＵＰＳ装置は、前記無停電電源受電装置から前記転送された通知を受信し所定時間経
過後に前記無停電電源受電装置への無停電電源の出力を断つ手段を備える情報処理システ
ム。
【請求項３】
前記無停電電源受電装置は、動作電源をオフにするタイミングの等しい構成要素毎にセグ
メント化し、前記情報処理システムの制御に必要な情報を含むセグメントが有する当該情
報が不揮発性メモリに出力されるまでに必要な時間Ｔを経過後に動作電源がオフになるよ
う前記オフシーケンスを制御し、
前記ＵＰＳ装置は、前記時間Ｔを経過後に前記無停電電源受電装置への無停電電源の出力
を断つ、請求項２に記載の情報処理システム。
【請求項４】
前記緊急時電源断スイッチを備える前記本体側装置は、中央処理装置を含む請求項２また
は３記載の情報処理システム。
【請求項５】
前記無停電電源受電装置は、揮発性メモリを用いた拡張記憶装置である請求項２ないし４
のいずれか１項記載の情報処理システム。
【請求項６】
無停止電源を供給するＵＰＳ装置と前記ＵＰＳ装置から無停止電源を受電する装置である
無停電電源受電装置を含む情報処理システムの緊急時電源断方法であって、
前記情報処理システムは、緊急時電源断スイッチがオンになり緊急時電源断（ＥＰＯ）状
態になったことを示す通知を、前記無停電電源受電装置に送信し、
前記無停電電源受電装置は、前記通知を受け、前記通知を前記ＵＰＳ装置に転送し、前記
通知を受け、自装置のクローズ処理を行い所定のオフシーケンスで動作電源をオフにし、
前記ＵＰＳ装置は、前記無停電電源受電装置から前記転送された通知を受信し所定時間経
過後に前記無停電電源受電装置への無停電電源の出力を断つ、情報処理システムの緊急時
電源断方法。
【請求項７】
本体側装置と、前記本体側装置とインタフェースを持つサービスプロセッサと、周辺装置
と、無停止電源を供給するＵＰＳ装置を含み、
前記本体側装置または前記周辺装置の内の少なくとも１台が前記ＵＰＳ装置から無停止電
源を受電する装置である無停電電源受電装置である情報処理システムの緊急時電源断方法
であって、
前記本体側装置の一つは、緊急時電源断スイッチがオンになると、分電盤にＡＣ電源の切
断動作開始を伝達し、緊急時電源断（ＥＰＯ）状態を前記サービスプロセッサに通知する
手順を有し、
前記サービスプロセッサは、前記インタフェースを監視しＥＰＯ状態になったことを検出
し、前記検出を受けＥＰＯ状態になったことを示す通知を、前記無停電電源受電装置に送
信し、
前記無停電電源受電装置は、前記通知を受け、前記通知を前記ＵＰＳ装置に転送し、前記
通知を受け、自装置のクローズ処理を行い所定のオフシーケンスで動作電源をオフにし、
前記ＵＰＳ装置は、前記無停電電源受電装置から前記転送された通知を受信し所定時間経
過後に前記無停電電源受電装置への無停電電源の出力を断つ、情報処理システムの緊急時
電源断方法。
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【請求項８】
前記無停電電源受電装置は、動作電源をオフにするタイミングの等しい構成要素毎にセグ
メント化し、前記情報処理システムの制御に必要な情報を含むセグメントが有する当該情
報が不揮発性メモリに出力されるまでに必要な時間Ｔを経過後に動作電源がオフになるよ
う前記オフシーケンスを制御し、
前記ＵＰＳ装置は、前記時間Ｔを経過後に前記無停電電源受電装置への無停電電源の出力
を断つ、請求項７記載の情報処理システムの緊急時電源断方法。
【請求項９】
前記緊急時電源断スイッチを備える前記本体側装置は、中央処理装置を含む請求項７また
は８記載の情報処理システムの緊急時電源断方法。
【請求項１０】
前記無停電電源受電装置は、揮発性メモリを用いた拡張記憶装置である請求項６ないし９
のいずれか１項記載の情報処理システムの緊急時電源断方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は情報処理システムの緊急時電源断方式と方法に関し、特にＵＰＳ（無停止電源
装置）を備えた情報処理システムの緊急時電源断方式と方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の、ＥＰＯ（Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　Ｐｏｗｅｒ　Ｏｆｆ＝緊急時電源断）機能を備
えた電源制御方式が特許文献１に示されている。この電源制御方式は、本体装置に緊急時
に電源を切断するスイッチ手段を設け、本体装置の電源制御部はこのスイッチ手段によっ
て本体装置の電源が切断されたことを検出して複数の周辺装置に電源切断指令を送出し、
各周辺装置の電源も同時に切断する。
【０００３】
　一方最近の情報処理システムでは、システムの一部に、ＥＭＵ（拡張記憶装置）等の様
に無停止電源を必要とする装置を含むシステムがあり、この様なシステムでは、ＥＭＵは
ＵＰＳからＡＣ電源を受けるが、設備費用等の理由により他の装置はそれぞれの電源装置
が分電盤からＡＣ電源を受けている。
【０００４】
　この情報処理システムに従来のＥＰＯ機能付きの電源制御方式を採用した場合のシステ
ム構成を図３に示す。
【０００５】
　図３を参照すると、ＣＰＵ１０のＥＰＯスイッチ１０１からの通知を受け、分電盤７０
に設けたリレー７０１によりＡＣ切断を行う機能のほか、ＵＰＳ５０からＥＭＵ３０に供
給されている無停止電源も切断する必要があり、ＵＰＳ５０に外付けでリレー８０等のハ
ードウェアを設けることになる。
【０００６】
　また、上記情報処理システムには、システムの診断制御や状態監視のためＳＶＰ４０（
サービスプロセッサ）が設けられている。ＳＶＰ４０とＥＭＵ３０間やＳＶＰ４０とＣＰ
Ｕ１０間は、診断制御等を行うためのインタフェースとしてバス１００で接続されている
。ＥＭＵ３０とＵＰＳ５０の間は、ＥＭＵ３０がＵＰＳ５０の状態を検知するための制御
インタフェースケーブル１０５’が張られている。
【０００７】
【特許文献１】特開平２－３９３１１号公報（第１ページ）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、従来のＥＰＯ機能を持つ電源制御方式においては、次のような課題があ
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る。第１の課題は、ＵＰＳを使用している情報処理システムに適用すると、ＵＰＳ側にリ
レー等の大掛かりなハードウェアを具備する必要があるということである。
【０００９】
　第２の課題は、ＵＰＳを使用している情報処理システムに適用すると、ＵＰＳ側のリレ
ーが駆動されると一方的に、無停止電源受電装置（ＥＭＵ等）への給電が断たれるために
、無停止電源受電装置の中で電源断シーケンスを守ることができず、電子部品の電気的な
破壊を招くことがあるということである。
【００１０】
　本発明の目的は前記課題を解決した、情報処理システムの緊急時電源断方式と方法を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第１の情報処理システムの緊急時電源断方式は、無停止電源を供給するＵＰＳ
装置と前記ＵＰＳ装置から無停止電源を受電する装置を含む情報処理システムの緊急時電
源断方式であって、前記情報処理システムに緊急時電源断スイッチがオンになりＥＰＯ状
態になったことを通知する手段を備え、前記無停止電源を受電する装置に前記ＥＰＯ状態
の通知を受け前記通知を前記ＵＰＳ装置に転送する手段とクローズ処理を行い通常のオフ
シーケンスで動作電源をオフにする手段を備え、前記ＵＰＳ装置に前記転送された通知を
受信し所定時間経過後にＡＣ電源出力を断つ手段を備える。
【００１２】
　本発明の第２の情報処理システムの緊急時電源断方式は、情報処理システムの緊急時電
源断方式であって、前記情報処理システムには、本体側の装置と、前記本体側の装置とイ
ンタフェースを持つサービスプロセッサと、周辺装置と、無停止電源を供給するＵＰＳ装
置を含み、前記本体側の装置や周辺装置の内の少なくとも１台が前記ＵＰＳ装置から無停
止電源を受電する装置であり、前記本体側の装置の１台に、緊急時電源断スイッチと、前
記緊急時電源断スイッチがオンになると分電盤にＡＣ電源の切断動作開始を伝達し、ＥＰ
Ｏ状態を前記サービスプロセッサに通知する手段を備え、前記サービスプロセッサに、前
記インタフェースを監視しＥＰＯ状態になったことを検出するＥＰＯ状態監視手段と、前
記検出を受け、ＥＰＯ状態を通知する手段を備え、前記無停止電源を受電する装置に、前
記ＥＰＯ状態の通知を受け通知を前記ＵＰＳ装置に転送する手段と、クローズ処理を行い
通常のオフシーケンスで動作電源をオフにする手段を備え、前記ＵＰＳ装置に、前記転送
された通知を受信し所定時間経過後にＡＣ電源出力を断つ手段を備える。
【００１３】
　本発明の第３の情報処理システムの緊急時電源断方式は、前記第２の情報処理システム
の緊急時電源断方式であって、前記サービスプロセッサの前記ＥＰＯを通知する手段が、
通知先記憶部を参照し、前記無停止電源を受電する装置に、ＥＰＯを通知する様にした。
【００１４】
　本発明の第４の情報処理システムの緊急時電源断方式は、前記第２の情報処理システム
の緊急時電源断方式であって、前記緊急時電源断スイッチを備える前記本体側の装置を中
央処理装置とする。
【００１５】
　本発明の第５の情報処理システムの緊急時電源断方式は、前記第２の情報処理システム
の緊急時電源断方式であって、前記無停止電源を受電する装置を揮発性メモリを用いた拡
張記憶装置とする。
【００１６】
　本発明の第１の情報処理システムの緊急時電源断方法は、無停止電源を供給するＵＰＳ
装置と前記ＵＰＳ装置から無停止電源を受電する装置を含む情報処理システムの緊急時電
源断方法であって、前記情報処理システムに緊急時電源断スイッチがオンになりＥＰＯ状
態になったことを通知する手順を備え、前記無停止電源を受電する装置に前記ＥＰＯ状態
の通知を受け前記通知を前記ＵＰＳ装置に転送する手順と、クローズ処理を行い通常のオ
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フシーケンスで動作電源をオフにする手順を備え、前記ＵＰＳ装置に前記転送された通知
を受信し所定時間経過後にＡＣ電源出力を断つ手順を備える。
【００１７】
　本発明の第２の情報処理システムの緊急時電源断方法は、本体側の装置と、前記本体側
の装置とインタフェースを持つサービスプロセッサと、周辺装置と、無停止電源を供給す
るＵＰＳ装置を含み、前記本体側の装置や周辺装置の内の少なくとも１台が前記ＵＰＳ装
置から無停止電源を受電する装置である情報処理システムの緊急時電源断方法であって、
前記本体側の装置の一つが緊急時電源断スイッチと、前記スイッチがオンになると、分電
盤にＡＣ電源の切断動作開始を伝達し、ＥＰＯ状態を前記サービスプロセッサに通知する
手順を有し、前記サービスプロセッサが、前記インタフェースを監視しＥＰＯ状態になっ
たことを検出するＥＰＯ状態監視手順と、前記検出を受けＥＰＯ状態を通知する手順を有
し、前記無停止電源を受電する装置が、前記ＥＰＯ状態の通知を受け、通知を前記ＵＰＳ
装置に転送する手順と、自装置のクローズ処理を行い通常のオフシーケンスで動作電源を
オフにする手順を有し、前記ＵＰＳ装置が、前記転送された通知を受信し所定時間経過後
にＡＣ電源出力を断つ手順を有する。
【００１８】
　本発明の第３の情報処理システムの緊急時電源断方法は、前記第２の情報処理システム
の緊急時電源断方法であって、前記サービスプロセッサの前記ＥＰＯを通知する手順を、
通知先記憶部を参照し、前記無停止電源を受電する装置にＥＰＯを通知する手順とする。
【００１９】
　本発明の第４の情報処理システムの緊急時電源断方法は、前記第２の情報処理システム
の緊急時電源断方法であって、前記緊急時電源断スイッチを備える前記本体側の装置を中
央処理装置とする。
【００２０】
　本発明の第５の情報処理システムの緊急時電源断方法は、前記第２の情報処理システム
の緊急時電源断方法であって、前記無停止電源を受電する装置を揮発性メモリを用いた拡
張記憶装置とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明は、ＳＶＰ、ＵＰＳ、及びＵＰＳからの無停止電源を受電している装置の既存の
ＨＷを流用することで、ＥＰＯ時のＵＰＳ出力電源の切断やそれに伴う処理を実現するこ
とにより、ＵＰＳを含む情報処理システムに用いられても外付けで大掛かりなハードウェ
アの設備が不要になるという効果を持つ。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　次に、本発明を実施するための最良の形態について図面を参照して詳細に説明する。図
１は本発明の緊急時電源断方式を含む情報処理システムのブロック図である。図１を参照
すると、本情報処理システムは、本体側装置として、ＣＰＵ１（中央処理装置）とＩＯＰ
２（入出力処理装置）とＥＭＵ３（拡張記憶装置）とＳＶＰ（サービスプロセッサ）を含
み、周辺装置としてディスク記憶装置６－１、６－２を含み、更にＥＭＵ３は無停止電源
を受電する装置であり、これ用のＵＰＳ５（無停止電源装置）も備える。
【００２３】
　ＣＰＵ１には、ＥＰＯスイッチ１１（緊急時電源断スイッチ）が実装されている。本実
施形態ではＥＰＯスイッチ１１をＣＰＵ１に実装しているが、単独でＥＰＯ（緊急時電源
断）機能を持つ装置があってもよく、情報処理システムとしての実装場所には拘らない。
【００２４】
　大型汎用コンピュータでは診断制御やシステムの状態監視、或いはシステムのログ記録
を行う目的で専用のＳＶＰ（サービスプロセッサ）を備えていることが多い。ＳＶＰ４は
、バス１０３によりＣＰＵ１、ＩＯＰ２の本体側の各装置と接続されている。
【００２５】
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　ＥＰＯスイッチ１１が操作されオンになるとその旨（ＥＰＯ状態）がバス１０３を介し
てＳＶＰ４に通知される。ＳＶＰ４はバス１０３を監視し、ＥＰＯ状態になったことを検
出するＥＰＯ状態監視手段４１を持つ。ＥＰＯ状態監視手段４１は、バス１０３を通じ所
定回数以上ＥＰＯ状態通知が行われたことをソフトウェア的に検出することで実現される
。
【００２６】
　ＥＭＵ３は、ＵＰＳ５より無停止のＡＣ電源を受けている。汎用大型コンピュータのＥ
ＭＵ３は主記憶とディスク記憶装置６－１、６－２の中間に位置するために、記憶素子に
は主記憶と同じ高速の揮発性メモリ素子が用いられるが、アーキテクチャ上は不揮発性で
あることも要求されるので停電時の対策としてＵＰＳ５を通じて電源を受けている。
【００２７】
　ＳＶＰ４は、情報処理システムでＵＰＳ５からＡＣ電源を受電している装置の識別情報
（通信アドレス）を付属する通知先記憶部４３に記憶している。この通知先記憶部４３に
はＥＭＵ３が記憶されており、ＥＰＯ通知手段４２がＥＰＯ状態監視手段４１から、シス
テムがＥＰＯ状態になったことを通知されると、通知先記憶部４３を参照し、ＥＭＵ３に
制御インタフェース１０６を介して、その旨を通知する。
【００２８】
　ＥＰＯ通知手段４２はそのための手段であるが、ＳＶＰ４から他装置への通信は多くの
ケースは汎用的なＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）カードによるネット
ワーク制御で行われるために、この通知はネットワーク上に特定の通信コードを定義し、
そのコードをソフトウェアで発生することで実現する他の実施例もある。
【００２９】
　ＥＭＵ３は制御インタフェース１０６を介して情報処理システムがＥＰＯ状態になった
ことをＥＰＯ通知受信手段３１によって知る。前記他の実施例ではＥＰＯ通知受信手段３
１も、ネットワーク上に定義された前述の特定のコードをソフトウェア的に検出すること
で実現される。
【００３０】
　今般の汎用コンピュータでは、自装置の電源をオフする際に、システムデータ等の保護
をし、また電子部品を電気的な破壊から守るために、電源断のシーケンスを制御すること
が一般的である。例えば受電コンポーネントを同一の電源オフ／オンのタイミングを取る
もの同士でセグメント化し、セグメントＡ～セグメントＤの各セグメントにそれぞれ専用
の電源を割り当て、各電源のオフ／オンする順番をコントロールすることで実現している
。ここで電源といっているのは、ＡＣ電源を入力として必要な動作用電源（主としてＤＣ
）を出力する装置のことで、ＥＭＵ３に組み込まれている。
【００３１】
　この際にセグメントＡにシステム制御上コアになるような情報があり、この情報を不揮
発性メモリ（フラッシュメモリ等）に吐き出すまで電源を落としてはいけないようなケー
スでは、不揮発性メモリーに情報を吐き出すために必要充分な時間＝Ｔを計算しておき、
セグメントＡの電源断が起動されてから、実際に電源をオフするまでの時間＝Ｔを確保す
るようにソフトウェアや専用ＨＷでコントロールしている。
【００３２】
　ＥＭＵ３の自装置クローズ手段３３は、こういった既存の電源断及び不揮発性メモリへ
の退避制御の仕掛けを起動する手段である。ＥＭＵ３のＥＰＯ通知転送手段３２は、ＥＰ
Ｏ通知受信手段３１で受信した内容を制御インタフェース１０５を介してＵＰＳ５に送信
する手段である。
【００３３】
　制御インタフェース１０５は汎用的なＬＡＮカードによるネットワーク接続でもよいし
、単なる接点信号でのやりとりでもよい。例えば、レベルＨｉｇｈ＝ＥＰＯ状態／レベル
Ｌｏｗ＝非ＥＰＯ状態のように定義することで実現される。またこの制御インタフェース
１０５は従来からＥＭＵ３側でＵＰＳ５の状態を検出するためにも必要なインタフェース
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である。従って、制御インタフェース１０５としてケーブル内の信号定義が本発明で新た
に追加される程度であり、全体の金物量が増加する訳ではない。
【００３４】
　ＥＰＯ通知受信手段５１は、制御インタフェース１０５が接点信号で定義される実施例
では、この信号の立ち上がりエッジを検出し、その後定量的に同一ＬＥＶＥＬとなってい
るかを確認することで実現される。こういったフィルター制御については一般的な事柄で
あるので詳細は言明しない。制御インタフェース１０５がＬＡＮネットワークでインタフ
ェースが組まれている場合には、ソフトウェアでの検出となる。
【００３５】
　ＵＰＳ５はＥＭＵ３に無停止のＡＣ電源を給電しているが、短絡等の不具合を検出した
場合には電源の供給を停止する電源供給断回路５２を備えている。ＵＰＳ５において、内
部の短絡検出回路（図示せず）の出力にＥＰＯ通知受信手段５１の出力がＯＲされており
、ＥＰＯ通知受信手段５１によってシステムがＥＰＯ状態となったことを検出した際に、
電源供給断回路５２を起動する。
【００３６】
　次に、本発明を実施するための最良の形態の動作について図面を参照して説明する。図
２は本発明の実施形態の動作を示したフローチャートである。図２を参照すると、ＥＰＯ
スイッチ１１が操作されオンになると（ステップＳ１）、バス１０３を介してＳＶＰ４に
ＥＰＯ状態オンを示す通知コマンドが所定回数以上繰り返し通知され、また同時にＥＰＯ
スイッチオン出力（レベル信号）がマシン室の分電盤７に伝送される（ステップＳ２）。
【００３７】
　分電盤７ではリレー７１の駆動が開始される（ステップＳ３）。
【００３８】
　ＳＶＰ４ではＥＰＯ状態監視手段４１が、ＥＰＯ状態通知コマンドの受信回数が所定値
以上となり、情報処理システムがＥＰＯ状態になったことを検出し（ステップＳ４）、Ｅ
ＰＯ通知手段４２が通知先記憶部４３を参照し、ＥＭＵ３に制御インタフェース１０６を
介しその旨を通知する（ステップＳ５）。
【００３９】
　一方、分電盤７では、駆動開始より所定時間経つとリレー７１がブレークし分電盤７か
らＣＰＵ１、ＩＯＰ２、ＵＰＳ５、ディスク記憶装置６－１、６－２の各装置への電源供
給（例えばＡＣ電源供給）は断たれる（ステップＳ６）。ＵＰＳ５では、分電盤７からの
ＡＣ電源断と同時に、バッテリからの電力供給が働きこれより作成されたＡＣ電源をＥＭ
Ｕ３に給電し続ける（ステップＳ７）。
【００４０】
　ＥＭＵ３ではＥＰＯ信号をＥＰＯ通知受信手段３１が検出すると、ＥＰＯ通知転送手段
３２がＵＰＳ５に制御インタフェース１０５を介してＥＰＯ状態を転送する（ステップＳ
８）。次に、自装置クローズ手段３３を使ってシステム情報等を不揮発性メモリ（フラッ
シュメモリ等）に吐き出し（ステップＳ９）、また電子部品の破壊がないように電源オフ
のシーケンスを守りながら動作電源をオフにする（ステップＳ１０）。
【００４１】
　ＵＰＳ５では、前記ＥＰＯ状態が転送されるとＥＰＯ通知受信手段５１によって情報処
理装置システムがＥＰＯ状態になったことを検知し、電源供給断回路５２の起動を指示す
る（ステップＳ１１）。この際に、ＥＭＵ３内の自装置クローズ処理に掛かる時間を電源
供給断回路５２を起動する際の時定数として扱い、この時定数経過後に、ＥＭＵ３へのＡ
Ｃ電源供給を断つ（ステップＳ１２）。
【００４２】
　以上の実施形態の説明では、ＳＶＰ４は前記通知先記憶部４３を有し、ＥＰＯ通知手段
４２がシステムがＥＰＯ状態になったことを通知されると、通知先記憶部４３を参照し、
ＥＭＵ３にその旨を通知する例を説明したが、ＳＶＰ４が前記通知先記憶部４３を持たず
、またＥＰＯ通知手段４２がシステムがＥＰＯ状態になったことを通知されると、接続さ
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ローズ処理、動作電源オフシーケンスを行う実施例もある。
【００４３】
　本実施形態では、ＥＰＯスイッチ状態を監視しオン検出する手段や、ＥＭＵへの通知手
段を実現するためのベースとなるハードウェアとしては既存のＳＶＰ４やバス１０３や制
御インタフェース１０６の伝送メディアを利用し、ＥＭＵ３からＵＰＳ５へのＥＰＯ状態
通知は、両装置間の既存のインタフェースメデイアを利用することで実現し、ＵＰＳの出
力を断つ手段そのものとしては、既存の電源供給断回路を利用している。
【００４４】
　従って、インタフェースメディアにおける信号線や、通知コマンド送信ソフトウェアや
監視し検出するソフトウェアや既存回路の起動制御等を追加することで本発明が実施でき
るので、本発明の情報処理システムの緊急時電源断方式がＵＰＳを含む情報処理システム
に用いられても外付けで大掛かりなハードウェアの設備は不要である。
【００４５】
　本実施形態によれば、ＵＰＳに接続され、無停止電源を受電する装置内の電源断シーケ
ンスを保証しながらＥＰＯ状態に遷移しているので、前記装置内の電気的な部品破壊等を
招くことが無くなり、災害等からの復旧時に速やかに前記装置を再立ち上げすることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明による、情報処理システムの緊急時電源断方式のブロック図である。
【図２】本発明の実施形態の動作を示したフローチャートである。
【図３】ＵＰＳを含むシステムに従来のＥＰＯ機能付きの電源制御方式を採用した場合の
システム構成を示したブロック図である。
【符号の説明】
【００４７】
　１　　ＣＰＵ
　１１　　ＥＰＯスイッチ
　２　　ＩＯＰ
　３　　ＥＭＵ
　３１　　ＥＰＯ通知受信手段
　３２　　ＥＰＯ通知転送手段
　３３　　自装置クローズ手段
　４　　ＳＶＰ
　４１　　ＥＰＯ状態監視手段
　４２　　ＥＰＯ通知手段
　４３　　通知先記憶部
　５　　ＵＰＳ
　５１　　ＥＰＯ通知受信手段
　５２　　電源供給断回路
　６－１、６－２　　ディスク記憶装置
　７　　分電盤
　７１　　リレー
　１０３　　バス
　１０５、１０６　　制御インタフェース
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